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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再締結可能な吸収性衣類を製造する方法であって、
　機械方向に連続する身体パネルウェブを移動させ、
　前記機械方向に沿って間隔をおいて配置され、各々が前記機械方向に沿って間隔をおい
て配置された第１及び第２端部を備える複数の個別の締結部品を、前記身体パネルウェブ
に順次に固定取り付けし、
　前記身体パネルウェブと前記締結部品の各々とを、前記締結部品の各々の前記第１端部
及び第２端部の間の位置で横方向に沿って順次に切断し、それにより各々が両側の側縁と
複数のファスナ部材の対とを備える複数の個別の身体パネルを形成する、
ことを含み、前記ファスナ部材の対の各々における前記ファスナ部材は、前記複数の身体
パネルの１つと、次に続く身体パネルに固定取り付けされ、前記複数の身体パネルの各々
は、対応する個々の再締結可能な吸収性衣類の一部を形成し、該衣類に関連付けられるこ
とを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記複数の締結部品の各々は、前記第１及び第２端部の少なくとも両方の近傍に形成さ
れた再締結可能部分を備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記身体パネルウェブを前記複数の締結部品の各々の再締結可能部分に解放可能に係合
させることをさらに含む、請求項２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記身体パネルウェブと前記締結部品の各々とを、前記締結部品の前記第１及び第２端
部の間の前記位置で前記横方向に沿って順次に切断することが、複数の第１位置で前記身
体パネルウェブを順次に切断し、前記締結部品の前記再締結可能部分をもつ前記身体パネ
ルウェブの前記解放可能な係合部の各々と、前記締結部品をもつ前記身体パネルウェブの
前記固定取付部の各々との間の複数の第２位置で、前記横方向に沿って前記身体パネルウ
ェブを順次に切断することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２位置で前記身体パネルウェブを順次に切断することが、前記複数の締結部品を
前記身体パネルウェブに固定取り付けする前に、前記第２位置で前記身体パネルウェブを
順次に切断することを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２位置で前記身体パネルウェブを順次に切断することが、前記第２位置で前記身
体パネルウェブを順次に穿孔することを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記身体パネルウェブは前身体パネルウェブを含むことを特徴とする請求項６に記載の
方法。
【請求項８】
　前記複数の締結部品の各々は、前記再締結可能部分を支持する保持部材を備えることを
特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　前記保持部材の少なくとも一部は弾性を付与されたものであることを特徴とする請求項
８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記保持部材の各々は横方向の幅を有し、前記方法は、前記保持部材の幅を変えること
をさらに含み、前記保持部材は、第１の幅を有する保持部材の第１の群と、第２の幅を有
する保持部材の第２の群とを含み、前記第１の幅は前記第２の幅より大きいことを特徴と
する請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記再締結可能部分はフック材料を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１２】
　前記締結部品の各々は第１及び第２側部を有し、前記第１側部は前記身体パネルウェブ
に固定取り付けされ、前記第２側部は前記再締結可能部分を備え、前記再締結可能部分は
前記身体パネルウェブから遠い方に面することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１側部の全体が、前記身体パネルウェブに固定取り付けされることを特徴とする
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記締結部品の各々は第１及び第２側部を備え、前記第１側部は、前記身体パネルウェ
ブに面し固定取り付けされた部分を備え、前記第１側部はさらに前記再締結可能部分を備
えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記身体パネルウェブは前身体パネルウェブを含み、第２身体パネルウェブを前記機械
方向に移動することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記身体パネルウェブは前身体パネルウェブを含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項１７】
　前記身体パネルウェブは第１身体パネルウェブを含み、第２連続身体パネルウェブと複
数の個別の股部とを前記機械方向に移動させることをさらに含み、前記複数の股部は前記
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機械方向に沿って離間され、前記連続する第１及び第２身体パネルウェブの間を延びる請
求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記連続する第１及び第２身体パネルウェブが互いに対向するように前記股部を折畳む
ことをさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記機械方向に沿って間隔をおいて位置する複数の横方向の取り付け位置で前記第１及
び第２身体パネルウェブを順次に取り付け、それにより前記機械方向に沿って間隔をおい
て位置する複数の横方向側部シームを形成することをさらに含む、請求項１８に記載の方
法。
【請求項２０】
　前記横方向に沿って前記第１及び第２身体パネルウェブを順次に取り付けることと、前
記複数の締結部品を前記第１身体パネルウェブに順次に固定取り付けすることは、同時に
行われることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記身体パネルウェブと前記締結部品の各々とを前記横方向に沿って順次に切断するこ
とが、前記第１及び第２身体パネルウェブと前記締結部品の各々とを前記横方向に沿って
前記側部シームで順次に切断することを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　複数の個別の延長パネルを取付位置で前記第２身体パネルウェブに順次に固定取り付け
し、前記第２身体パネルウェブと前記個別の延長パネルを前記横方向に沿って前記取付位
置で順次に切断し、それにより、各々が両側の側縁と前記両側の側縁の一方に沿って前記
第２身体パネルにそれぞれ固定された複数の延長部材とを備える複数の個別の第２身体パ
ネルを形成することをさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２３】
　前記身体パネルウェブと前記締結部品の各々とを前記横方向に沿って順次に切断するこ
とが、前記横方向に沿って蛇行した切断部を形成することを含む、請求項１に記載の方法
。

【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
　本発明は一般に、再締結可能な吸収性衣類、特に、再締結可能な吸収性衣類を製造する
方法に関する。
【０００２】
（背景技術）
　吸収性衣類は、多くの異なる形態で構成することができる。例えば、吸収性衣類は、パ
ンツ型の穿く衣類か、又は脚の間に引き上げて種々の締結システムで胴部の周りに締結す
るおむつ型製品として構成することができる。パンツ型の穿く衣類は、使用者の身体に適
合し快適なぴったりとしたフィット性を与えることができる種々の弾性要素と共に与えら
れる場合が多い。しかしながら、こうした衣類は、使用後に衣類を簡単に除去するか又は
使用中に調節することを可能にする再締結可能な機構をもたない場合が多い。
　一方、使用者が種々のファスナを引き離し、かつ再び取り付け、それにより再締結可能
な吸収性衣類を与えることを可能にする締結システムをもつように構成されるおむつ型の
製品は、例えば胴部の周りに種々の弾性要素をもつように構成されない場合が多く、使用
者の身体に良好に適合することができず、及び／又は使用者の衣類の下に嵩高い外観を与
えることがある。さらに、こうした衣類は、典型的には「開かれる」製品として製造され
、側部で開かれ、パンツ型衣類のように穿くことはできない。ある消費者は、衣類が使用
者に通常の下着と同様に適用されるので、穿くタイプの衣類を好む。したがって、改善さ
れた吸収性衣類、特に、再締結可能であり、嵩高い外観を与えずにぴったりとしたフィッ
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ト性を与えるパンツ型衣類に対する必要性が残っている。
　さらに、製造設備は、１つの特定の種類の製品を製造するように構成される場合が多い
。このため、これらの設備は、単一の製造ライン又は設備を用いて、通常の穿くタイプの
衣類の製造と再締結可能な衣類の製造との間で製造を移行させるための融通性を与えるこ
とができない。したがって、再締結可能な吸収性衣類を製造するための改善された方法及
び組立てに対する必要性も残っている。
【０００３】
（発明の開示）
　手短に述べると、１つの態様においては、本発明は、再締結可能な吸収性衣類を組み立
てる方法に向けられている。１つの好ましい実施形態においては、この方法は、連続する
身体パネルウェブを機械方向に移動させ、機械方向に沿って離間された複数の個別の締結
部品を身体パネルウェブに順次に固定取り付けすることを含む。締結部品の各々は、同様
に機械方向に沿って間隔をおいて配置された第１及び第２端部を備える。本方法はさらに
、身体パネルウェブと締結部品の各々とを、締結部品の各々の第１端部及び第２端部の間
の位置で横方向に沿って順次に切断し、それにより各々が両側の側縁と、複数の身体パネ
ルの１つと次に続く身体パネルに固定取り付けされた複数の締結部材の対とを備える複数
の個別の身体パネルを形成することを含む。
【０００４】
　１つの好ましい実施形態においては、締結部品の各々は、第１及び第２端部の少なくと
も両方の近傍に形成された再締結可能部分を含む。１つの好ましい実施形態においては、
本方法はさらに、身体パネルウェブを複数の個別の締結部品の各々の再締結可能部分に解
放可能に係合させることを含む。
　別の態様においては、本方法はさらに、ベースウェブと締結部品が固定取り付けされる
位置と、再締結可能部分が身体パネルウェブに解放可能に係合される位置との間の複数の
位置で、横方向に沿って身体パネルウェブを順次に切断すること、好ましくは穿孔するこ
とを含む。継続的な穿孔は、複数の個別の締結部品を身体パネルウェブに固定取り付けす
る前に行われることが好ましい。
【０００５】
　別の態様においては、締結部品の各々は、第１側部と第２側部を含む。１つの好ましい
実施形態においては、第１側部は身体パネルウェブに固定取り付けされる。第２側部は、
好ましくは身体パネルウェブから遠い方に面する再締結可能部分を含む。別の好ましい実
施形態においては、第１側部はまた、身体パネルウェブに面し、好ましくは身体パネルウ
ェブに解放可能に係合される再締結可能部分を含む。
　さらに別の態様においては、再締結可能な衣類は、第１及び第２身体パネルウェブと、
それらの間を延びる股部とを含む。１つの好ましい実施形態においては、股部は、第１及
び第２身体パネルウェブが互いに対向するように折畳まれる。１つの好ましい実施形態に
おいては、第１及び第２身体パネルウェブは、機械方向に沿って間隔を置いて位置された
複数の横方向取付位置で取り付けられて、複数の側部シームを形成する。同様に、１つの
好ましい実施形態においては、第１及び第２身体パネルウェブは、横方向に沿って側部シ
ームで切断されて、個別の吸収性衣類を形成する。１つの好ましい実施形態においては、
側部シームは、締結部品を身体パネルウェブに固定取り付けするのと同時に形成される。
【０００６】
　別の態様においては、本方法はさらに、複数の個別の延長パネルを取付位置で第２身体
パネルウェブに順次に固定取り付けし、第２身体パネルウェブと個別の延長パネルを横方
向に沿って取付位置で順次に切断することを含む。
　さらに別の態様においては、再締結可能な吸収性衣類は、第１及び第２の両側の側縁を
有する第１身体パネルと、第１及び第２の両側の側縁を有する第２身体パネルと、第１及
び第２身体パネルの間を延びる股部とを含む。少なくとも第１及び第２締結部材が、第１
身体パネルの第１及び第２の両側の側縁に固定され、そこから外方に延びる。第１及び第
２締結部材の各々は、再締結可能部分を含む。第１及び第２延長部材は、第２身体パネル
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の第１及び第２の両側の側縁に固定され、そこから外方に延びる。第１締結部材の再締結
可能部分は、第１延長部材と係合し、第２締結部材の再締結可能部分は、第２延長部材と
係合する。１つの好ましい実施形態においては、再締結可能部分はフック材料を含む。
【０００７】
　本発明は、他の吸収性衣類とそれを製造する方法及び装置を上回る目立った利点を与え
る。例えば、パンツ型衣類の一実施形態においては、使用者は、下着と同様にして衣類を
穿いたり脱いだりすることができる。しかしながら、吸収性衣類を再締結可能に作ること
によって、必要であれば、衣類を、パンツ状衣類と同様にして穿いたり脱いだりする必要
なしにあてがうことができる。例えば、衣類は、パンツ状衣類と同様にして穿くことがで
き、締結部材を係合解除し脆弱ラインを破くことによって、おむつ型製品と同様にして取
り外すことができる。或いは、衣類は、パンツ状衣類と同様にして穿き及び脱ぐことがで
き、その後に必要であれば再締結可能な衣類に変換することができる。例えば、衣類は、
締結部材の位置を調節することによって、簡単により大きくするか又は小さくすることが
できる。さらに、衣類が例えば時々の失禁に悩んでいる成人によって使用される１つの特
定の用途においては、使用者は衣類を穿いたり脱いだりすることができ、或いは、衣類が
長時間にわたって汚れていない状態であるときに、使用者が締結システムを繰り返し係合
解除し及び係合させることができる。
【０００８】
　１つの好ましい実施形態においては、吸収性衣類は、ウエスト領域に沿って延びる弾性
要素を含む。弾性要素は、使用者の外側衣類の下に嵩高い外観を生じさせずにぴったりと
した快適なフィット性を与える。再締結可能な締結部材と弾性要素とを組み合わせること
によって、衣類のフィット性と外観がさらに改善される。
　本発明の方法及び装置はまた、目立った利点を与える。例えば、製造業者は、複数の締
結部品を導入し、これらの締結部品を前及び後身体パネルの一方又は両方に適用すること
によって、再締結可能でないパンツ型製品の製造を再締結可能な製品の製造に簡単に切り
替えることができる。他のモジュールを、必要に応じて付加するか又は省略することがで
きる。例えば、カッターを導入して、前又は後身体パネルに種々の横方向切断部、例えば
穿孔を形成することができ、種々の結合装置及び回転装置を導入して、締結部品を位置合
わせし適用することができる。このように、身体パネルと股部を製造するのに用いられる
機械及び装置を両方の工程に組み入れて、設備の使用を最大化し、設備を製作するのに必
要とされるコスト及びスペースを削減することができる。
【０００９】
　さらに、吸収性衣類のサイズは、製造の流れの機械ピッチを変えることなしに、締結部
品の長さを増やすか又は減らすことによって簡単に容易に変えることができる。特に、言
い換えれば吸収性衣類の横幅として定められる身体パネルの側縁間の距離を一定に保つこ
とができ、同時に、より大きいか又は小さい使用者に適応できるように締結部材を長くす
るか又は短くすることができる。このようにして、本発明の方法は、種々の機械及び装置
を再構成する必要なしに、異なるサイズの製品を製造するのに迅速に修正することができ
る。例えば、種々のダイ・カッターによって形成される切断部間の距離を変える必要がな
く、これは製造する製品を変えるときのダウンタイムの量を大きく減少させる。
　本発明は、以下の詳細な説明を付属の図面と併せて読むことによって、他の目的及び利
点と共に、最も良く理解されることになるであろう。
【００１０】
（発明を実施するための最良の形態）
　図１を参照すると、ここで用いられる「縦方向」という用語は、長さ方向又は長さに向
かう方向５０２を意味するか、又はこれに関し、具体的には使用者の前面と背面の間に続
く方向を意味するか、又はこれに関すると理解されるべきである。ここで用いられる「横
方向」という用語は、側部から側部に位置するか、その方向に向かうか、又はその間に続
くことを意味し、具体的には使用者の左手から右手へ続く、またその逆へ続く方向５００
を意味する。ここで用いられる「上側」、「下側」、「内側」、及び「外側」という用語
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は、股領域の上に吸収性衣類を着用した使用者に対する方向を示すことを意図されており
、一方、「内方」、「外方」という用語は、衣類の中心線８に対する方向を指す。例えば
「内側」及び「上側」という用語は「身体側」つまり使用者の身体に最も近い側を指し、
一方、「外側」及び「下側」という用語は「衣類側」を指す。
【００１１】
　「身体側」という用語は使用者の身体と接触していることを意味すると解釈されるべき
ではなく、むしろ、吸収性衣類が使用者によって実際に装着されているかどうかに関係な
く、及びその構成材と着用者の身体との間に介在する層が存在するか又は存在しうるかど
うかに関係なく、単にその側部が、着用者の身体の方に向けられるという意味である。同
様に、「衣類側」という用語は使用者の衣類と接触していることを意味すると解釈される
べきではなく、単に使用者の身体と反対向きの側部の意味であり、従って使用者が着用す
ることのできるいずれかの外側の衣類の方を向いた側部のことであって、そうした衣類が
実際に着用者に着用されているかどうかにはよらず、且つその構成材といずれかの外側の
衣類との間に介在する層があるかどうかによらない。
【００１２】
　「機械方向」という用語は、種々の部材及びウェブが製造ライン及び製造プロセスに従
って進んでいくときの流れの方向を意味する。種々の別個の部材又はウェブは、各々機械
方向に移動することができるが、その種々の機械方向は必ずしも平行即ち同一方向に配向
されていなくてもよいということが理解されるべきである。例えば１つのウェブは、別の
ウェブが移動している第２の機械方向に対してほぼ直角をなす第１の機械方向に沿って、
移動することができる。
　「横方向」という用語は機械方向に対してほぼ直角をなす方向を意味する。
【００１３】
　「下流」という用語は、１つの品目が別の品目に対して、機械及び／又は工程の出口側
端部又は完成品側端部の方に近く配設されていることを意味する。反対に、「上流」とい
う用語は、１つの品目が別の品目に対して、機械又はプロセスの入口側端部により近く配
設されていることを意味する。例えば、出口側端部は入口側端部の下流であり、またその
逆に、入口側端部は出口側端部の上流である。
【００１４】
　「取外し可能に取り付けられた」、「取外し可能に取り付けられている」、「取外し可
能に結合された」、「取外し可能に係合された」、「解放可能に取り付けられた」、「解
放可能に結合された」、又は「解放可能に係合された」という用語及びその変形は、要素
の一方、両方又は全てに対して分離しようとする力が加えられない時には、結合したまま
の状態となるように結合される又は結合可能な、２つ又はそれ以上の要素を指し、この場
合、要素は分離しようとする力が加えられた際には分離することができる。分離に必要な
力は、典型的には、吸収性衣類を着用している間に直面する力より大きい。
【００１５】
　「固定取り付けされた」、「固定的に係合された」、「固定的に取り付けられた」、「
固定的に結合された」という語句及びその変形は、取り外されないか又はその他の手法で
分離されないように結合される、或いは結合可能な、２つ又はそれ以上の要素を指し、該
要素は吸収性衣類の通常の操作及び使用の間に分離されるか又は取り外されることを意図
されない。
　「ウェブ」という用語は、材料の連続的な流れを指し、１つ又はそれ以上の層又は支持
体から製造されているかどうかによらず、且つその上に非連続的な分離された物品が配置
されるかどうかによらない。
【００１６】
　図１及び図２を参照すると、吸収性衣類２は、第１の前身体パネル４及び第２の後身体
パネル６を含む。「身体パネル」という用語は、それが１つ又はそれ以上の層又は支持体
からできているか、或いは１つ又はそれ以上の部品又は構成材でできているかによらず、
例えば使用者の背中の下側、臀部、腰部及び／又は下腹部を含む、使用者の少なくとも胴
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部領域の周辺に適合する吸収性衣類の部分を指す。第１身体パネル及び第２身体パネルの
各々は、内側の身体側表面１０と外側の衣類側表面１２をもつ。第１の前身体パネル４は
、相対する第１端縁１６と第２端縁２０との間で測定される、吸収性衣類の全長より短い
長さをもつ。同様に、第２の後身体パネル６は、相対する第１端縁１４と第２端縁１８と
の間で測定される、やはり吸収性衣類の全長より短い全長をもつ。第１身体パネルは、第
１身体パネルの横方向両側の側部の外周に沿って形成される外方縁２４をもち、第２身体
パネルは、第２身体パネルの横方向両側の側部の外周に沿って形成される外方縁２８をも
つ。前身体パネルと後身体パネルの外方縁は異なる長さとすることができることが理解さ
れるべきである。
【００１７】
　１つの好ましい実施形態において、第１身体パネル及び第２身体パネルの各々は、吸収
性複合材の側縁と共に部分的に脚開口部を形成するテーパした縁２６を、その各側部に含
む。テーパした縁は、図１及び図２に示すように直線状とするか、又は図１６及び図１７
に示すように曲線状とすることができる。第１身体パネルと第２身体パネルは、テーパし
た側縁をもたずに、第１身体パネル及び第２身体パネルの一方又は両方の端縁が該身体パ
ネルの横幅全部を横切って延び、脚開口部の一部を形成するように構成することができる
と理解されるべきである。
　図１及び図２を参照すると、１つ又はそれ以上の、好ましくは複数の、即ち２つ又はそ
れ以上の、横方向に延びる弾性要素３６が第１身体パネルと第２身体パネルの各々に固定
される。複数の横方向に延びる弾性要素は、後身体パネル６の胴部の実質的に全長に亘っ
て、縦方向に設置されることが好ましい。
【００１８】
　１つの代替的な実施形態においては、前身体パネルは、そこに組み入れられるか、或い
は身体パネルの該領域において厚さ又は断面のいずれかの部分を形成して、材料にギャザ
ーを寄せることが可能な、横方向に延びる弾性要素又は他の弾性下地部材或いはエラスト
マー性下地部材が存在しない、「弾性を付与されていない」領域をもつ。
　或いは又、図１－図４に示すように、前身体パネル４は、その一部に沿って縦方向に離
間された複数の横方向に延びる弾性要素３６をもつことができる。弾性要素は身体パネル
の全長に沿って縦方向に設置するか、又は全長より短い長さに沿って設置することができ
る。例えば弾性要素は上側胴部に沿い、且つ脚開口部を定める下側端縁に沿って、延びる
ことができる。代替的な実施形態においては、弾性要素の有無によらず、後身体パネル及
び前身体パネルの一方か又は両方に、好ましくはその上側端縁に沿って、１つ又はそれ以
上の独立したウエストバンドを固定することができる。同様にして、脚開口部を定める身
体パネルの縁部及び吸収性複合材の縁部に沿って、独立した脚部バンドを固定することが
できる。或いは又、身体パネルの一方又は両方は、いかなる弾性要素も伴わずに形成する
ことができる。
【００１９】
　１つの代替的な実施形態においては、図２０に示すように、吸収性衣類は、横方向に延
びる後身体パネル４０２と、そこから縦方向に延びる股部４０４とをもった、Ｔ字型のシ
ャーシ４００を含む。股部の端部４０６は、後身体パネルに固定され使用者の周りを包み
込み端部４０６と係合する一対のファスナ部材４０８と共に、前身体パネルの一部を形成
する。
　別の代替的な実施形態においては、前身体パネルは、例えば回転式ダイ・カッターを用
いて、又は（加熱機能ロール又は超音波機能ロールを使った）溶融破壊によって、又は当
業者に公知の他のいずれかの手段を用いて、弾性要素を切り離すか、切断するか、又はそ
の他の手法で非活性化した「非活性化」域を含む。１つの好ましい実施形態においては、
非活性化域即ちランド区域は、前身体パネルの中央部に沿って形成され、ランド部材と一
対の締結要素の下にある。
【００２０】
　図１－図４を参照すると、身体パネル４及び６と吸収性複合材５０の内側端縁に沿って
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、１つ又はそれ以上の脚部弾性要素３８を固定し、吸収性衣類によって形成される脚開口
部１２５において、使用者の脚に対するガスケットを形成させることができる。種々のウ
エスト弾性要素及び脚部弾性要素は、ゴム又は他のエラストマー材料から形成することが
できる。１つの好適な材料はＬＹＣＲＡ（登録商標）弾性材料である。種々の弾性要素は
、例えばデラウェア州ウィルミントン所在のＥ．Ｉ．デュポン・ド・ヌムール・カンパニ
ーから入手可能なＬＹＣＲＡ（登録商標）ＸＡスパンデックス５４０、７４０、又は９４
０　ｄｅｔｅｘ　Ｔ－１２７又はＴ－１２８弾性体を用いて形成することができる。
【００２１】
　身体パネル又はシャーシの各々は、好ましくはその間に複数の弾性ストランドを挟持し
た複合体即ちラミネート材料であり、他に指定のない限り、これを支持体又はラミネート
と呼ぶ。好ましくは２つ又はそれ以上の層が、ホットメルト接着剤などの種々の接着剤を
使って結合されるか、又は例えば、これらに限定されないが、超音波結合及び熱圧力シー
ルを含む他の技術を用いて結合される。１つの実施形態においては、２つの層は不織材料
から形成される。身体パネル又はシャーシは、不織材料の単一の層又は支持体から形成す
るか、或いは２つより多くの層又は支持体を備えることができると理解されるべきである
。言うまでもないが、他の編まれた布又は織られた布、エラストマー材料、不織布、ポリ
マーフィルム、ラミネートなどを使用して１つ又はそれ以上の身体パネル層を形成するこ
とができると理解されるべきである。ここで用いる「不織」ウェブ又は材料という用語は
、互いに重なり合わされた個々の繊維又はフィラメントからなる構造体を有するが、識別
できるような手法によるものではなく、また編まれた布又は織られた布に見られるような
テキスタイル織り又は編みの助けを受けていないウェブを指す。
【００２２】
　１つの実施形態においては、不織の層又は支持体、及びランド材料は、スパンボンド法
により製造することができる。スパンボンド不織ウェブ又は材料は、メルトスパン・フィ
ラメント即ちスパンボンド繊維から製造されるが、これは、熔融した熱可塑性材料を、紡
糸口金の微細な、通常は円形の毛管からフィラメントとして押し出し、押し出されたフィ
ラメントの直径を、例えば非抽出式又は抽出式の流体延伸法によって、或いは他の周知の
スパンボンド機構によって、その後急速に縮小することにより小直径の繊維を指す。スパ
ンボンドされた不織ウェブの生産方法は、アッペル他に付与された米国特許第４，３４０
，５６３号、ドーシュナー他に付与された米国特許第３，６９２，６１８号、マツキ他に
付与された米国特許第３，８０２，８１７号、ハートマンに付与された米国特許第３，５
０２，７６３号、レヴィに付与された米国特許第３，２７６，９４４号、ピーターソンに
付与された米国特許第３，５０２，５３８号、及びドーボー他に付与された米国特許第３
，５４２，６１５号に記載されており、これらは全て引用によりここに組み入れられる。
【００２３】
　スパンボンド法により形成されたメルトスパン・フィラメントは一般に連続的であり、
直径は７ミクロンより大きく、より具体的には約１０ミクロンと３０ミクロンの間である
。繊維又はフィラメントの直径を表す別の頻繁に用いられる表現は、繊維又はフィラメン
トの９０００メートル当たりのグラム数として定義されるデニールである。繊維はまた、
ホウグル他に付与された米国特許第５，２７７，９７６号、ヒルズに付与された米国特許
第５，４６６，４１０号、及びラーグマン他に付与された米国特許第５，０６９，９７０
号及び米国特許第５，０５７，３６８号に記載されたもののような形状を持つことができ
、これらは全て引用によりここに組み入れられる。スパンボンド・フィラメントは通常、
１つ又はそれ以上のバンクによって可動有孔ベルト又は形成ワイヤの上に堆積され、そこ
でウェブを形成する。スパンボンドされたフィラメントは、一般に集積面上に堆積される
際に粘着性がない。
【００２４】
　スパンボンド布は通例、完成品に仕上げるまでの更なる処理の厳しさに耐えられるよう
にウェブに十分な一体性を与えるため、生産されるとすぐに何らかの形で安定化、即ち強
化される（事前結合される）。この安定化（事前結合）段階は、フィラメントに液体又は
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粉体として塗布して熱活性化させることができる接着剤の使用を通じて、或いはより一般
的には圧縮ロールによって、達成することができる。ここで用いる「圧縮ロール」という
用語は、生産されたばかりのメルトスパン・フィラメント、具体的にはスパンボンドのウ
ェブを、そのウェブに更なる処理のために十分な一体性を与える一方で、通気結合、熱結
合、超音波結合等といった二次的な結合プロセスの持つ比較的強力な結合は与えない加工
方法としてウェブを圧縮するのに用いられる、ウェブの上下に置かれる１組のローラを意
味する。圧縮ロールはウェブの自己結合性を増し、それによりその一体性を増すために、
ウェブを僅かに圧搾する。
【００２５】
　事前結合段階を行う代替的な手段は、引用によりここにその全体が組み入れられる米国
特許第５，７０７，４６８号に記載された高温エアナイフを用いる。略述すれば、「高温
エアナイフ」という用語は、生産されたばかりのメルトスパン・フィラメント、具体的に
はスパンボンドのウェブを、そのウェブに更なる処理に対する十分な一体性を与えるため
に、即ちウェブの強度を向上させるために、事前結合するプロセスを意味する。高温エア
ナイフは、加熱された空気流を、ほぼ分速約３００メートル（ｍ／ｍｉｎ）から分速約３
０００メートル、又はより特定的には約９００ｍ／ｍｉｎから約１５００ｍ／ｍｉｎとい
う非常に高い流量で形成直後の不織ウェブに向けて集中させる装置である。空気温度は通
常、ウェブに使われたポリマーのうちの少なくとも１つの融点の範囲にあり、スパンボン
ド法に広く用いられる熱可塑性ポリマーについてはほぼ約９０°Ｃと約２９０°Ｃの間で
ある。空気温度、速度、圧力、体積及び他の要因を制御することは、ウェブの一体性を向
上させる一方で、ウェブに損傷を与えることを避けるのに役立つ。
【００２６】
　高温エアナイフの集中された空気流は、ウェブの実質的に全幅長に亘り、実質的に機械
横方向に延び、幅約３ミリメートル（ｍｍ）から約２５ミリメートル、特定的には約９．
４ｍｍの、ウェブに向かう加熱された空気の出口として働く少なくとも１つのスロットに
よって、配列され向けられる。他の実施形態においては、隣り合わせに配置されるか又は
僅かな隙間で隔てられた複数のスロットを存在させることができる。少なくとも１つのス
ロットは、必須ではないが通常は連続的であり、例えば近接して設置された穴から構成さ
れてもよい。高温エアナイフは、加熱された空気がスロットから出る前にこれを分布させ
収容するためのプレナムを有する。高温エアナイフのプレナム圧力は通常、約２ｍｍＨｇ
から約２２ｍｍＨｇの間であり、且つ高温エアナイフは形成面の上部約６．３５ｍｍと約
２５４ｍｍの間に配設され、より具体的には約１９．０５ｍｍから約７６．２０ｍｍの間
に配設される。１つの特定的な実施形態においては、高温エアナイフのプレナムの機械横
方向の流れに対する断面積（即ちプレナムの機械方向の断面積）は、スロット出口の合計
面積の少なくとも２倍である。
【００２７】
　スパンボンド・ポリマーが形成される有孔ワイヤは一般に高速で移動することから、高
温エアナイフからの排出空気に対するウェブの特定部分の露出時間は、滞留時間がはるか
に長い通気結合プロセスとは対照的に、通例１０分の１秒より少なく、一般に約１００分
の１秒である。高温エアナイフ法は、空気温度、速度、圧力、及び体積、スロット又は穴
の配列及び密度及び寸法、及び高温エアナイフ・プレナムとウェブを離間する距離を含む
、数多くの要因に亘って非常に幅広い可変性及び制御性を有する。
【００２８】
　スパンボンド法はまた、例えば並列（又は鞘／芯）直線状低密度ポリエチレン／ポリプ
ロピレン・スパンボンド二成分フィラメントといった二成分スパンボンド不織ウェブを形
成するために使うこともできる。そうした二成分スパンボンド不織ウェブを形成するのに
適した工程は、パイク他に付与された米国特許第５，４１８，０４５号に記載されており
、これは引用によりここに組み入れられる。
【００２９】
　パターン非結合不織材料を形成する繊維又はフィラメントを作るのに市販の熱可塑性ポ



(10) JP 4237054 B2 2009.3.11

10

20

30

40

50

リマー材料を有利に用いることができる。ここで用いる「ポリマー」という用語は、これ
らに限定されないが、単独重合体、及び例えばブロック共重合体、グラフト共重合体、ラ
ンダム共重合体、及び交互共重合体といった共重合体、及び三元重合体など、及びその配
合物と変成物を含む。更に、特に指定のない限り、「ポリマー」という用語は、これらに
限定されないが、アイソタクチック対称、シンジオタクチック対称、及びランダム対称を
含めた、材料のあらゆる幾何学的構成を含む。ここで用いる「熱可塑性ポリマー」又は「
熱可塑性ポリマー材料」という用語は、熱に曝された時には軟化し、室温まで冷やされた
時には元の状態まで戻る長鎖ポリマーを指す。スパンボンド繊維はポリプロピレンから形
成されることが好ましい。他の代替的な熱可塑性材料は、これらに限定されないが、ポリ
（塩化ビニル）、ポリエステル、ポリアミド、ポリフルオロカーボン、ポリオレフィン、
ポリウレタン、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリ（ビニルアルコール）、カプロラクタ
ム、及び上記のものの共重合体を含む。不織材料の製造に使われる繊維又はフィラメント
はいずれの好適な形態をとることもでき、中空又は中空でない、直線状又は捲縮された、
単成分又は二成分又は多成分、二要素又は多要素の、繊維或いはフィラメント、及び当該
技術分野において周知のように、そうした繊維及び／又はフィラメントの配合物又は混合
物を含むことができる。
【００３０】
　不織ウェブが形成された後で、事前結合されたか又は非接着のウェブは、例えばカレン
ダーロールを含む好適な工程又は装置を通過して、個別の結合域のパターンが形成される
。ここで用いる「個別の」という用語は、個々の又は不連結のものであることを意味し、
引用によりここに組み入れられる、複数の個別の非結合域を定める連続的な結合域を有す
るパターン非結合又は点非結合の不織布を説明するＳｔｏｋｅｓ他の米国特許第５，８５
８，５１５号で使われた「連続的な」という用語とは対照的なものである。１つの実施形
態においては、カレンダー・スタック（図示せず）は、アンビルロールと加熱され種々の
隆起したランド部を含むパターンロールとを含む。パターンロールの隆起部分は繊維を熱
結合して結合域を形成する。いかなる形状及び寸法からでも結合部を作ることができる。
好ましくは、ウェブの結合域の割合はウェブの面積の約５％から約２５％までの間であり
、より好ましくは約１０％から１５％までの間である。その後、結合された支持体は、間
に弾性部材が配置された状態で別の支持体に結合することができる。
【００３１】
　１つの好ましい代替的な実施形態においては、ランド材料は、例えば２．０ｏｓｙの点
非結合材料といった点非結合不織材料でできている。この様式の１つの例示的な材料が、
キンバリー－クラーク・コーポレーションから市販されているハギーズ（登録商標）ウル
トラトリム使い捨ておむつに使われている。別の好ましい実施形態においては、例えば身
体パネル・ライナといった１つの身体パネル支持体の一部を構成することができるランド
材料は、例えば好ましくは秤量約０．６ｏｓｙのスパンボンド材料といった不織スパンボ
ンド材料でできている。他の好ましい実施形態においては、各支持体の秤量は少なくとも
約０．３ｏｓｙから約２．０ｏｓｙまでの間とすることができ、好ましくは約０．５ｏｓ
ｙから約１．５ｏｓｙまでの間とすることができ、より好ましくは約０．５ｏｓｙから約
１．０ｏｓｙまでの間とすることができる。結合面積が比較的低い場合であっても、比較
的秤量の低い不織スパンボンド材料は、身体パネルとして使うに足りる強度と引裂特性を
示した。不織材料として使うことができるその他の材料は、種々のメルトブロー材料を含
み、またボンデッドカーデッド材料を含む。
【００３２】
　他の代替的な実施形態においては、ランド材料は、通例、下地構造体及びそこから上方
に延びる複数のループ部材を含むループ材料で作ることができる。ループ材料は、アクリ
ル、ナイロン、又はポリエステルなどのいずれの好適な材料を用いても形成することがで
き、且つ縦編み、ステッチボンド、又はニードルパンチなどの方法を用いて形成すること
ができる。好適なループ材料は、米国ノースカロライナ州グリーンズボロ所在のギルフォ
ード・ミルズ・インクからＮｏ．３６５４９という商品名で入手可能である。
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【００３３】
　身体パネル４及び６の不織材料は、好ましくは実質的に疎水性であり、随意的に界面活
性剤を用いて加工するか又は他の手法で処理して所望のレベルの湿潤性及び親水性をもた
せることができる。本発明の１つの具体的な実施形態においては、身体パネルは、約１．
６デニールの繊維を秤量約０．６ｏｓｙのウェブへと形成したものから成るワイヤ織りス
パンボンド・ポリプロピレン不織布である。１つの好適な不織材料は、本出願の譲受人で
あるキンバリー－クラーク・コーポレーションによって製造されたＣｏｒｉｎｔｈ　０．
６．ｏｓｙ、１．６ｄｐｆワイヤ織り、非湿潤性メタロセン（ＥＸＸＯＮ　ＡＣＨＩＥＶ
Ｅ　２８５４ＰＰ）スパンボンド材料である。
【００３４】
　図１及び図２を参照すると、締結部材４２は、好ましくは前身体パネルに取り付けられ
、且つ好ましくは側縁に位置するが側縁から内方に離間して設置することもできる取付け
位置４５から前身体パネル４の外方側縁２４に対して横方向内方に延びる。図１に示す実
施形態においては、前身体パネル４は、ランド部材を固定することができる中間部３３と
、両側の側部３５とを持つことができる。縦方向に延びる両側の脆弱ライン３７は、それ
に取り付けられたランド部材を含むことができる中間部３３を、両側の側部３５から分離
し、それにより、側部３５は、中間部３３の両側に最初に破断可能に取り付けられる。脆
弱ライン３７は、穿孔又は他の一連の切り込み、材料を薄くすること、破ること、又は分
離すること、或いは、中間部と側部の間を架橋し、中間部及び側部材料より容易に引裂か
れるか又は破られ、使用者又は製造者が中間部から側部を分離できるようにする異なる種
類の材料のストリップ、から構成することができる。例えば、吸収性衣類は衣類が使用者
に適用された後に又はその前に破ることができる。締結部材４２は、側部３５の衣類側表
面１２に、好ましくは前身体パネルの側縁２４と脆弱ライン３７の間の、非活性化領域又
は区域の一部に固定されることが好ましい。側部の非活性化されていない弾性要素は、側
部が伸長して使用者の周囲に快適なフィット性を提供することを可能にする。弾性要素は
全く非活性化されなくともよいということが理解されるべきである。他の実施形態におい
ては、前身体パネルは、側部も含めて、いかなる弾性要素も組み入れられなくてもよく、
又はここに説明したように、その長さの種々の部分にわたって間隔をおいて配置される限
定された数の弾性要素が組み入れられてもよい。
【００３５】
　図３及び図２０に示す実施形態を参照すると、締結部材４２及び４０８は後身体パネル
６及び４０２に固定され、前身体パネル４又は端部４０６と解放可能に係合する。１つの
代替的な実施形態においては、締結部材は前身体パネルに固定することができ、且つ後身
体パネルと係合することができる。図３、図４、及び図２０の実施形態においては、前身
体パネルの側縁２４及び後身体パネルの側縁２８、又は身体パネル４０２の側縁４１０及
び端部４０６は互いに固定取り付けされて側部シームを形成せず、それにより製品は「開
いた」ままとなり、まず締結部材が両側の身体パネルと接合されて脚開口部を形成し定め
ない限り、初めからパンツ状の製品のようには着用されない。そうした実施形態において
は脆弱ラインが存在しないことが好ましい。
【００３６】
　別の代替的な実施形態においては、締結部材は、後身体パネルに固定することができ、
且つ前身体パネルに沿って、或いは後身体パネルに沿って形成された脆弱ラインを横切る
部分を含むことができ、且つ脆弱ラインの反対側の前身体パネルと後身体パネルの一方か
又は両方の一部と再締結可能に係合することができる。１つの実施形態においては、締結
部材は、弾性を付与されていない部分の少なくとも一部に沿って身体パネルに係合する。
脆弱ラインは前身体パネルと後身体パネルを分ける側部シームに形成することができると
理解されるべきである。好ましくは、締結部材は、前身体パネル及び／又は後身体パネル
の外側の、衣類側表面に固定取り付けされ、且つ前身体パネル及び／又は後身体パネルの
外側の、衣類側表面に解放可能に係合するが、締結部材は前身体パネル及び／又は後身体
パネルの内側の、身体側表面に固定取り付けされ、且つ前身体パネル及び／又は後身体パ
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ネルの内側の、身体側表面に解放可能に係合することもできると理解されるべきである。
例えば、図３、図４、及び図１３－図１８においては、ファスナ部材４２は、切断されて
後身体パネルを形成する後身体パネルウェブの内側の身体側表面に固定取り付けされてい
る。
【００３７】
　図１－図３の実施形態を参照すると、中間部３３はそこに固定された別個のランド部材
を含まない。代わって、前身体パネル自体がランド材料の役割を果たす。ここでも、縦方
向に延びる両側の脆弱ライン３７は両側の側部３５から中間部３３を分離し、それにより
側部３５は初め、中間部３３の両側の側部に破断可能に取り付けられる。締結部材４２は
前身体パネルの側縁２４と脆弱ライン３７との間の側部３５の衣類側表面１２に固定され
ることが好ましい。
【００３８】
　１つの代替的な実施形態においては、図４に示すように、締結部材４２は、後身体パネ
ル６の、好ましくはその身体側表面１０に固定され、前身体パネル４の側縁２４に固定取
り付けされた一対の延長部材４１４又はパネルに解放可能に係合される。延長パネルは曲
線状の外方縁４１６を有し、好ましくは上述した身体パネル材料の１つ又はそれ以上でで
きている。延長パネルは、例えばループ材料を含むランド材料で作ることができ、或いは
後身体パネルに固定された締結部材４２と係合するようにそれに固定されたランド部材を
含むこともできると理解されるべきである。延長部材はまた、例えばその種々の部分に亘
って弾性要素を組み入れることにより、弾性を付与することもできる。
【００３９】
　図１及び図２の実施形態を参照すると、前身体パネル４の両側の側縁２４は、後身体パ
ネル６の両側の側縁２８と接合されてシーム３９を形成する。シーム３９は、結合、縫製
、又は他の手法で側縁を取り付けることによって形成される。例えば１つの好ましい実施
形態においては、側部シームは超音波結合によって形成される。このようにして、脆弱ラ
イン３７の破断に先立ち、使用者の脚の上に引き上げることができるパンツ状の衣類とし
て吸収性衣類を構成することができる。衣類が使用者に着用された後で、衣類を使用者に
適合させるためにファスナを調節する際に、必要であれば脆弱ラインを破断することがで
き、或いはそのままにしておくことができる。例えば使用者が寝たきりの時には、必要で
あれば、衣類を使用者に固定する前に脆弱ラインを破断することができる。この構成にお
いては、衣類は使用者の下に敷かれ、締結タブを用いて使用者に固定される。側部を設け
ることにより、且つ締結タブを後身体パネルではなく前身体パネルに結合することにより
、タブは使用者の前側に配置され、それにより、使用者が仰向けに横たわっている時に不
快感を与えることがなく、且つ使用者又は介護者がファスナをより容易に確認し且つ調節
できるようにする。
【００４０】
　脆弱ライン及びファスナを横方向内方及び外方に移動させて、より多くの又はより少な
い調節能力を与えることができると理解されるべきである。加えて、弾性を付与された側
部又は締結部材は更なる調節能力を与えることができる。
【００４１】
　図３、図４、図１３、及び図２０に示す実施形態においては、脆弱ラインは完全に省略
され、且つ前身体パネル及び／又は後身体パネルの側縁２４、２８、４１０は側部シーム
を形成するように固定的に接合されてはいない。その代わりに、前身体パネルと後身体パ
ネルの一方に固定取り付けされた締結部材は、前身体パネルと後身体パネルの他方に解放
可能に係合し、そのことにより、前身体パネルと後身体パネルが接合され、且つ使用者の
ために脚開口部が定められる。
【００４２】
　前身体パネル及び後身体パネルは、股部に沿って前部から背部へと延び且つその側部が
結合されて側部シームを形成する一体型の単一部材として製造できることを理解されたい
。代替的に、前身体パネル及び後身体パネルは、リング状の部材として、例えば使用者の
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胴部及び腰部の周りに延び、股部に取り付けられて脚開口部を形成する１つの身体パネル
として、一体型に形成することができる。
【００４３】
　１つの代替的な実施形態においては、外側カバーは衣類の全体に亘って配置され、且つ
前身体パネル及び後身体パネルの外側衣類側の層又は支持体を形成し、前身体パネル及び
後身体パネルの各々の、単一の支持体として構成されることが好ましい身体側ライナと、
同じく単一の支持体として構成されることが好ましい外側カバーとの間に配置された種々
の弾性要素３６及び３８を有する。このようにして、前身体パネル・ライナの上にかぶさ
り且つ使用者の前部の周りに適合される外側カバーの部分が前身体パネルの一部を形成す
る一方、後身体パネル・ライナの上にかぶさり且つ使用者の背部の周りに適合される外側
カバーの部分は後身体パネルの一部を形成する。前身体パネル及び後身体パネルは、ライ
ナと、その一部を形成し好ましくはその間に延びる外側カバーと共に、シャーシを形成す
る。外側カバーは、ここに説明した他の身体パネルのものと同様の不織材料で製造される
ことが好ましい。外側カバーを含む身体パネルは、どんな数の複数の支持体と共に構成す
ることもでき、且つ身体パネルは他の層及び支持体を含むことができると理解されるべき
である。
【００４４】
　好ましくは、図１－図４に示すように、締結部材４２は、垂直に延びるベース部材５５
と横方向に延び縦方向に離間された一対のタブ部材４７を有する、ほぼ横向きの「Ｕ」字
型に形成された保持部材４３を備えるのがよい。タブは曲線状の縁部を持つか、又は直線
状の縁部を持つことができる。保持部材はまた、単一のタブ部材を含むか、又は２つ以上
のタブ部材を含むことができる。
【００４５】
　代替的に、図７、図８、及び図１０－図１２に示すように、保持部材４２４は、直線状
の側縁４２２を有する正方形又は長方形の形状をもつことができる。１つの実施形態にお
いては、再締結可能な材料が、保持部材の縁部を越えて延び、タブを形成することができ
る。図１２に示す実施形態においては、横方向に延びるスリット４２３が保持部材４２４
に形成される。スリット４２３は、保持部材の自由縁から横方向内向きに延びる。スリッ
ト４２３は、各ファスナ部材に一対のタブ部材を形成する。保持部材に追加のスリットを
形成して、そのことにより追加のタブ部材を定めることができることを理解されたい。
【００４６】
　図１－図２に示すように、保持部材は、接着剤結合４９、超音波結合、熱結合、ピンニ
ング、縫製、又は他の公知の取付け様式を用いて、前身体パネル４の側部に固定取り付け
されることが好ましい。代替的な実施形態においては、図３及び図４に示すように、締結
部材４２は、後身体パネル６に固定取り付けするか、又は例えばシームのところで前身体
パネルと後身体パネルの一方又は両方に固定取り付けすることができる。
【００４７】
　好ましい実施形態においては、前身体パネルと後身体パネルを解放可能に固定するのに
用いられる一対の締結部材４２は「締結システム」を定め、これは吸収性衣類の２つ又は
それ以上の部分を解放可能に固定するのに用いられる締結部材の群のことをいう。締結シ
ステムは、２つの締結部材によって構成されるものとして示されているが、これは追加の
締結部材を含むことができると理解されるべきであり、図面に示された２つの締結部材に
よる締結システムは、限定ではなく説明となることを意図されていると理解されるべきで
ある。例えば、締結システムは、３個、４個、又はそれより多くの締結部材を含むことも
できる。
【００４８】
　タブ部材４７は、使用される時には、前身体パネル及び後身体パネルのどちらにおいて
も互いに向けて配向されることが好ましいが、互いから離れる方向に延びることもできる
と理解されるべきである。図３及び図４を参照すると、一方の締結部材４２は後身体パネ
ルの身体側表面上に折畳まれて解放可能に係合された状態で示されており、これは包装さ
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れる時の締結部材の構成である。他方の締結部材４２は、折畳まれない構成で後身体パネ
ルから係合解除された状態で示されており、このとき締結部材は、前身体パネル４か又は
これに固定されたランド部材と解放可能に係合する準備ができている。このような実施形
態においては、締結部材４２及びタブ部材４７は、前身体パネルに係合できるように、取
付け位置４５の周りを回転される。
【００４９】
　各保持部材４３は縦方向の長さをもち、タブ部材４７のは縦方向の長さを有する再締結
可能部分又は係合部分を備える。再締結可能部分５１は、以下に説明するように、フック
のアレイを備えることが好ましいが、代替的に、感圧式接着剤といった種々の接着剤、ボ
タン、ジッパー、スナップ、及び当業者に公知の他の解放可能な且つ再取付け可能な締結
装置を備えることもできる。図３の実施形態を参照すると、再締結可能部分５１はタブ部
材の全長に沿って延びる。代替的に、図１、図２、図４、図１１、及び図１２に示すよう
に、再締結可能部分は、保持部材に固定されたパッチ部材４３０として構成することがで
きる。或いは、図９及び図１０に示すように、好ましくはストリップ４２０として構成さ
れた再締結可能部分は、保持部材４２４の側縁４２２を越えて横方向外方に延びる。例え
ば図２０に示すように、保持部材４２４は、それに沿って縦方向に離間して配置されて締
結部材に種々の弾性特性を与え、締結部材が引き伸ばされて付加的な調節能力が与えられ
るようにする種々の横方向に延びる弾性要素３６を含むことができる。弾性要素は、必要
であれば、再締結可能部分の下で非活性化させることができる。
【００５０】
　更に別の代替的な実施形態においては、図１９及び図２０に示すように、再締結可能部
材４３２即ち再締結可能部分は保持部材４２４のほぼ全長に沿って縦方向に延びるが、再
締結可能部分は１つ又はそれ以上の分離された個別のパッチ部材として構成することがで
き、或いは保持部材の全長に沿って延びるか、又はそれより幾らか少ない長さに沿って延
びることができると理解されるべきである。
【００５１】
　図１－図３に示す実施形態においては、各締結部材４２は、縦方向に離間して配置され
る２つの別個のタブ部材４７を備える。いずれの実施形態においても、２つ又はそれ以上
のタブ部材は、衣類の前部及び背部においてウエスト開口部及び脚開口部を制御するパン
ツ状のフィット性を与え、さらには使用者が衣類を完全に外すことなく該衣類のフィット
性を調節できるようにする。例えば、使用者は他のタブ部材を外すことなくタブ部材の１
つを解放し、再締結することができる。
【００５２】
　代替的な実施形態においては、図９に示すように、一対の締結部材は身体パネルの各側
部に固定される。締結部材は再締結可能な材料でできた横方向に延びるストリップ４２０
として構成されることが好ましい。身体パネルの各側部にある一対のストリップ４２０は
、やはり、一方又は両方の側部を外すことなく衣類のフィット性を調節する能力を使用者
に与える。ストリップは身体パネルに直接固定することができ、或いは代替的に、図１０
に示すように、ストリップ４２０は保持部材４２４に固定することができる。単一のスト
リップか又は２つ以上のストリップは、保持部材の有無に関わらず、前身体パネル又は後
身体パネルに固定することができると理解されるべきである。
【００５３】
　ここに記載する種々の締結部材のいずれの構成も、及び再締結可能ないずれの構成も、
交換可能に用いることができると理解されるべきである。
【００５４】
　図１－図１３及び図２０の実施形態において、締結部材４２、４０８は、保持部材及び
再締結可能部分をもつように構成されるか、又は再締結部材のみをもつように構成される
かどうかによらず、図３及び図４に示すように、第１側部４４０と第２側部４４２をもつ
。締結部材の第１側部は、前身体パネルの衣類側表面１２か又は後身体パネルの身体側表
面１０のどちらかに固定取り付けされることが好ましい。加えて、第１側部４４０は再締
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結可能部分を更に含み、これは締結部材が使用に先立ち折畳まれ個別包装された構成にあ
る時に後身体パネルの身体側表面１０と対向し解放可能に係合するか、又は使用中に前身
体パネル４の衣類側表面１２と対向し解放可能に係合するかのどちらかである。
【００５５】
　代替的に、図１３－図１８及び図２０の実施形態に示すように、締結部材４２０は、い
かなる保持部材も含まないが、後身体パネルの身体側表面１０に固定取り付けされた第１
側部と、再締結可能部分として構成され身体側表面から遠い方に面する第２側部とを有す
るように構成することができる。図１６－図１８の実施形態に示すように、１つ、２つ、
又は３つの締結部材４２０が後身体パネルに固定されるが、追加の締結部材か又は他の締
結構成も用いることができると理解されるべきである。図２１に示すように、締結部材４
２０は縦方向に沿って伸ばされ、１つの実施形態においては後身体パネルのウエスト部の
ほぼ全長に亘って延びることができる。加えて、締結部材は、身体パネルの衣類側表面に
固定された第１側部と、それと反対向きの再締結可能部分を支持する第２側部とを有する
保持部材を含むことができると理解されるべきである。
【００５６】
　１つの好ましい実施形態においては、再締結可能部分５１はフック式の締結部材即ちフ
ック・ストリップを備え、これは接着剤、超音波結合、縫製、又は他の公知の取付け装置
を用いて保持部材４３及び４２４に固定される。１つの実施形態においては、例えば図３
に示すように、保持部材の端部５３又は先端部は、再締結可能部分５１によって被覆され
ずに残され、それにより、使用者が締結部材を係合解除する又は引き剥がす際に、使用者
によって持ち上げられたり、曲げて掴まれたりすることができる。別の実施形態において
は、図９及び図１３－図１８に示すように、締結部材４２０の全体がフック・ストリップ
として構成され、フックは、ストリップの第１側部に配列され、ストリップの第２側部と
反対向きである。１つの実施形態においては、第１側部を身体パネルに固定取り付けでき
るように、取り付け位置におけるストリップの第１側部の一部に沿って、フックを無効化
することができる。
【００５７】
　ここで用いる「フック」という用語は、別の要素と係合することのできるいずれの手段
をも意味し、例えば「フック」のみを含むというように係合要素の形状を限定することを
意図されておらず、一方向性であるか双方向性であるかを問わずに、係合要素のいずれの
形式又は形状をも包含すると理解されるべきである。種々のフック構成は、Ｍｉｌｌｅｒ
他に付与された米国特許第５，８４５，３７５号、Ｋａｍｐｆｅｒに付与された米国特許
第６，１３２，６６０号、Ｋａｍｐｆｅｒに付与された米国特許第６，０００，１０６号
、Ｋａｍｐｆｅｒに付与された米国特許第５，８６８，９８７号、Ｎｅｓｔｅｇａｒｄに
付与された米国特許第４，８９４，０６０号、及びＧｏｒｍａｎに付与された米国特許第
６，１９０，５９４Ｂ１号に記載されており、それらの開示の全体が引用によりここに組
み入れられる。フック・ファスナの幾つかの実例は、ミネソタ州セントポール所在のミネ
ソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリング社によって製造される、ＸＫＨ－
０１－００２　ＣＳ６００、２３００ピン密度フック・ファスナ（部品番号ＸＫＨ－０１
－００２／６０ＭＭ／ＳＰ＃２６２８）を含む種々のＣＳ６００フック・ファスナである
。フック・ファスナの別の実例は、ベルクロＵＳＡ社から入手可能なＶｅｌｃｒｏ（登録
商標）ＨＴＨ－８５１及びＨＴＨ－８２９フック・ファスナである。
【００５８】
　１つの好ましい実施形態においては、マッシュルーム式フック・ストリップは、熱可塑
性樹脂でできた均質な下地と、該下地と一体化され、該下地の少なくとも１つの面に亘っ
て分布され、各々がマッシュルーム頭部を有する直立したステム・アレイとを備える。各
ストリップ上のフック・アレイは、縦方向の長さを有する係合部分を備える。ステムは、
少なくとも０．００１の複屈折値から証拠付けられる分子配向と、下地に相対するほぼ平
坦な端面をもつ円盤形のマッシュルーム頭部を備えることができ、該円盤形状の頭部は、
直径対厚さの比が約１．５対１より大きいことが好ましい。
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【００５９】
　フック・ストリップのステムは、少なくとも０．００１の複屈折値から証拠付けられる
ように分子配向させることができる。これにより、それらは著しく大きな剛性及び耐久性
を持ち、尚且つ、そうした配向がない場合に達成できるより大きな引張強度及び曲げ強度
を持つ。これらの性質に起因して、形成プロセスの間に加熱表面によって加熱されないス
テムの部分は、好ましくは金属ローラの加熱された表面との接触によりステム先端部に熱
を加えることを含む変形段階の間、弾性的に柔軟なままである。そのような接触は、各ス
テムの先端部において、各ステムの先端部を円盤状のマッシュルーム頭部へと形成し、該
頭部は、ループに係合された時の保持力を増強する、実質的に平らな内面を有する。
【００６０】
　非配向のステムを有するフック・ストリップに比べ、フック・ストリップのフック強度
の増強は、フックを、係合解除の間により破断され難くする。フック・ストリップがここ
に記載する不織材料と共に用いられた時には、フック強度の増強は、係合解除力の下でフ
ックを材料の繊維より破断され難くするが、このことは少なくとも２つの理由で有益な特
性である。第１に、破断されたフックが破片を出すことがあるのに対し、破断された繊維
は通例そうはならない。しかも、不織材料は通例、単位面積当たりのフック数よりはるか
に多くの係合可能な繊維を含有し、従ってフック・ループ式ファスナが使えなくなるまで
に、より多数回の係合解除を可能にする。
【００６１】
　フック・ストリップのステムは断面がほぼ円形であることが好ましいが、他の好適な断
面は長方形及び六角形を含む。ステムは、強度及び剛性を増強させ、かつそれらが形成さ
れる鋳型からの解放を容易にするために、基部にフィレットを持つことが好ましい。加え
て、ステムは、好ましくは基部から頭部に向かってより大きい断面からより小さい断面へ
とテーパさせることができる。
【００６２】
　ステム部は、好ましくは下地構造体と約９０度の角度をなすが、この角度は約８０度か
ら約１００度までの範囲に亘ることができ、好ましくは８５度から９５度までの範囲に亘
る。フック頭部はステムの遠位端に形成される。フック頭部は１つ又はそれ以上の方向に
伸ばして繊維係合部分を形成することができる。これらの繊維係合部分はステム部から外
向きのいかなる角度にも延びることができ、従ってフィルム下地から離れる方向に上向き
に突出することもでき、フィルム下地と平行に突出することもでき、又はフィルム下地に
向かって下向きに突出することさえも可能である。
【００６３】
　例えば、フック頭部は、下向きに突出する変形された繊維係合部分をもつ。好ましくは
、繊維係合部分の下側表面もまた下向きに突出して、繊維係合部分の下面とステム基部と
の間に屈曲部を形成することである。１つの好ましい実施形態においては、フック頭部は
、一般にフック頭部の上部から基部に向かって下向きの角度で突出する。この下向きの角
度（フック頭部の上部から下地と平行に引かれた基準線から測定される）は、ほぼ約０度
から約７０度であり、好ましくは約５度から約６０度であり、最も好ましくは約５度から
約３５度である（フック頭部の上部の中央領域からフック頭部の繊維係合部分の端部まで
引かれた延長直線によって定められる）。
【００６４】
　本発明によるフック・ストリップによって与えられる個々のフックの、直径対厚さの比
率が高い頭部の形状と、寸法の小ささ及び密接した間隔、即ち密度の高さは、剪断状態に
おいて不織材料に容易にしっかりと解放可能に係合することを可能にするが、恐らくそれ
は、多くの薄い頭部が容易に半径方向に動いてやや小型の繊維と係合できるからであろう
。このように、特にフック・ループ式ファスナのループ部として使うようには適合されて
おらず、公知の従来技術によるフック・ストリップによって同様に係合されることもない
不織材料によって「ループ」が与えられる時に、本発明のフック・ストリップは、フック
・ループ式締結として特に有用である。例えば、本発明のフック・ストリップは、従来の
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ループ材料に比べて外向きに延びる緩い自由繊維が少なめであるが、材料がフックによっ
て係合され得るのに十分な大きさの比較的多数の孔を与える不織スパンボンド材料を含む
上記の地形学的により平坦な不織材料に係合するのに特に適切である。実際、一旦フック
が孔の中に受け入れられると、即ち不織材料の中に埋め込まれると、締結タブは非常に良
好な剪断特性を与え、それにより衣類は通常の着用状態の間、しっかりと締結される。
【００６５】
　一般に、フックは、好ましくは高さ約０．１０ｍｍから１．３０ｍｍ、より好ましくは
高さ約０．１８ｍｍから０．５１ｍｍまでの一様な高さであり、下地における密度が、好
ましくは１平方センチメートル当たりフック数６０本から１６００、より好ましくは１平
方センチメートル当たりフック数１２５本から６９０本、好ましくは１平方センチメート
ル当たりのフック数が約１５０本より大きく、フック頭部に隣接したステムの直径は好ま
しくは０．０７ｍｍから０．７ｍｍであり、より好ましくは約０．１ｍｍから０．３ｍｍ
である。変形フック頭部は、ステムの少なくとも一方の側部を越えて半径方向に好ましく
は平均して約０．０１ｍｍから０．３ｍｍ、より好ましくは平均して約０．０２ｍｍから
０．２５ｍｍだけ突出し、その外表面と内表面の間（即ちステムの軸と平行な方向で測定
される）の平均厚さが、好ましくは約０．０１ｍｍから０．３ｍｍ、より好ましくは約０
．０２ｍｍから０．１ｍｍである。フック頭部の頭部平均直径（即ち頭部及びステムの軸
に対して半径方向に測定される）に対する平均頭部厚さの比率は、好ましくは１．５：１
から１２．１であり、より好ましくは２．５：１から６：１である。
【００６６】
　大部分のフック・ループの用途においては、フック・ストリップのフックは、通常は正
方形か又は六角形のアレイの形でフック・ストリップの全面積に亘って実質的に均一に分
布される。
【００６７】
　良好な可撓性と強度を共に得るために、フック・ストリップの下地は、特にフック・ス
トリップがポリプロピレンか又はポリプロピレンとポリエチレンの共重合体からなる時に
は、厚さ０．０２ｍｍから０．５ｍｍであり、より好ましくは、厚さ０．０６ｍｍから０
．３ｍｍである。幾つかの用途においては、より剛性の高い下地を使用するか、又は下地
の、フックと相対する表面を、感圧式接着剤の層でコーティングして、該下地を保持部材
４３といった支持体に接着できるようにし、フックの固定を助けるのに支持体の強度に頼
れるようにすることもできる。
【００６８】
　事実上、押出成形に適したいかなる配向可能な熱可塑性樹脂もフック・ストリップの生
産に用いることができる。押出成形することができ、従って有用である熱可塑性樹脂は、
ポリ（エチレンテレフタレート）などのポリエステル、ナイロンなどのポリアミド、ポリ
（スチレン－アクリロニトリル）、ポリ（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン）、
ポリプロピレンなどのポリオレフィン、及び可塑化された塩化ポリビニルを含む。１つの
好ましい熱可塑性樹脂は、１７．５％のポリエチレンを含有し、メルトフロー・インデッ
クスが３０である、テキサス州ヒューストン所在のシェル・オイル・カンパニーからＳＲ
Ｄ７－４６３として入手可能なポリプロピレンとポリエチレンのランダム共重合体である
。
【００６９】
　フック・ストリップは、好ましくは、熱可塑性樹脂でできた実質的に連続した平坦な下
地を有する。下地と一体のフックのアレイは、下地の１つの主要な表面に対してほぼ直角
の角度をなして突出する。各フックはステムを有し、下地と反対側のステムの端部は、該
ステムを越えて半径方向に突出するか又は該ステムから張り出して下向きに突出する繊維
係合部分を形成するほぼ円盤状のキャップ又は頭部を有する。繊維係合部分の下側表面も
また下向きに突出して、繊維係合部分の下面とステム基部との間に屈曲部を形成すること
が好ましい。ステムはまた、基部の周りにフィレットをもつことができる。
【００７０】
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　吸収性衣類が使用者に固定された時には、前身体パネル４又は後身体パネル６の側部か
、或いは上述したように他のどこかに固定された締結部材４２及び４０８は、前身体パネ
ルか、又はこれに固定されたランド部材に、解放可能に係合されるか又は他の手法で結合
される。特に、フック上の頭部は、弾性を付与されているかどうかによらず身体パネルの
繊維に係合するか、或いはランド部材を形成するランド材料に係合する。再締結可能部分
５１は、製造工程の間に、初めに繊維に係合されて身体パネル又はランド部材と機械式結
合部を形成し、側部と中間部との間の結合を維持するのに役立つ。吸収性衣類が「開いた
製品」として使用者に販売されることが好ましい図３、図４、及び図２０の実施形態にお
いては、再締結可能部分５１及び４３２は、製造工程の間に、初めに後身体パネルの身体
側表面１０に、好ましくは機械式結合によって係合されて、身体パネルに対して締結部材
を平坦な状態に維持し、折畳み及び包装工程の邪魔にならないようにする。使用者が吸収
性衣類の着用を望む時には、締結部材４２及び４０８がはがし戻され、それにより再締結
可能部分５１及び４３２が後身体パネルから、好ましくはその身体側表面から係合解除さ
れる。締結部材４２及び４０８は取付け位置４５の周りで回転され、このときタブ部材４
７は側縁２８から横方向外向きに、好ましくは外方に延びる。使用者は次に再締結可能部
分５１及び４３２を前身体パネルに再び取り付けて、使用者の周りに前身体パネル及び後
身体パネルを互いに解放可能に固定する。
【００７１】
　図１－図１２及び図１９－図２１を参照すると、吸収性衣類は、縦方向両側の第１の末
端縁６０及び第２の末端縁６２を有する吸収性複合材５０を含む。図２－図４を参照する
と、吸収性複合材は、好ましくは、実質的に液体透過性の上面シート６４又はライナと、
実質的に液体不透過性の裏面シート６８又は外側カバーと、を含む。保持部７０は、上面
シートと裏面シートとの間に設置され即ち挟持され、これらは結合される。上面シート、
裏面シート、及び吸収性複合材５０の他の構成材は、例えば接着剤結合、超音波結合、熱
結合、ピンニング、縫製、又は他の当該技術分野で公知のいずれかの取付け技術を用いて
、またそれらの組み合わせを用いて、接合することができる。例えば、接着剤の均一な連
続層、接着剤のパターン化された層、接着剤のスプレーされたパターン、又は形成用ボン
ドのライン、スワール、又はスポットのいずれかのアレイを使用して、上面シートと裏面
シート、又はここに記載した他の構成材のいずれをも接合することができる。「吸収性複
合材」という用語は、液体又は身体性排出物を吸収することができるいかなる材料又は組
立体をも指し、単一の材料から構成するか、又は例えば保持部といった構成材を備えるこ
とができると理解されるべきである。
【００７２】
　例えばサージ層７２を含む追加の層もまた、吸収性複合材に組み入れられることが好ま
しい。サージ層は、吸収性複合材の全長にわたって延びず、保持部より短いことが好まし
い。上面シートは、該上面シートをサージ層又は保持部といった介在する層に取り付け、
次いでこれを裏面シートに取り付けることによって、裏面シートに間接的に接合すること
ができる。吸収性複合材は、その身体側表面において、吸収性複合材の両側の横方向側部
に沿って形成された１つ又はそれ以上の縦方向に延びるバリアカフを更に含むことができ
る。
【００７３】
　裏面シート６８は液体不透過性であることが好ましいが、例えば追加のバリア層が保持
部と共に用いられる時には、液体透過性であってもよい。例えば、１つの実施形態におい
ては、裏面シートは薄いプラスチックフィルムか、又は他の可撓性で実質的に液体不透過
性の材料から製造することができる。ここで用いる「可撓性」という用語は、応従性があ
り、使用者の身体の全体的な形及び輪郭に容易に適合する材料を意味する。裏面シートは
、種々の体液及び排出物が、種々の寝具類か又は使用者が吸収性衣類の上に着用する外側
の衣類を濡らすか又は他の形で汚染することを防止する。具体的には、裏面シートは、約
０．０１２ｍｍから約０．０５１ｍｍ厚さのポリエチレンフィルムといったフィルムを含
む。
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【００７４】
　種々の構成において、上面シートは、種々の編成材料又は不織材料から構成することが
できる。例えば、上面シートは、所望の繊維でできたメルトブロー・ウェブ又はスパンボ
ンド・ウェブから構成することができ、ボンデッドカーデッド・ウェブとすることもでき
る。上面シートは、例えば実質的に疎水性の材料で作ることができ、疎水性の材料は、随
意的に界面活性剤を用いて加工するか又は他の手法で処理して所望のレベルの湿潤性及び
親水性をもたせることができる。本発明の１つの具体的な実施形態においては、上面シー
トは、約２．８－３．２デニールの繊維を秤量約２２ｇｓｍ及び密度約０．０６ｇｍ／ｃ
ｃのウェブへと形成したものから成るスパンボンド・ポリプロピレン不織布である。この
布は、約０．２８％のＴｒｉｔｏｎ　Ｘ－１２０界面活性剤といった、有効な量の界面活
性剤を用いて表面加工することができる。界面活性剤は、スプレー法、プリント法、ブラ
シコート法などといった従来の手段のいずれかによって、塗布することができる。
【００７５】
　種々の構成において、裏面シートは、織成された又は不織の繊維質のウェブ層から構成
することができ、これは、吸収性保持部に隣接する即ち近傍の選択された領域に所望のレ
ベルの液体不透過性をもたせるように、部分的に又は全体的に加工されるか又は構築され
る。裏面シートは、例えば気体透過性の不織布の層を、気体透過性とすることもしないこ
ともできるポリマーフィルム層にラミネート加工したものを含むことができる。繊維質の
布状の裏面シート材料の他の実例は、０．６ミル（０．０１５ｍｍ）厚さのポリプロピレ
ン・キャスト・フィルムと、１平方ヤード当たり０．７オンス（２３．８ｇｓｍ）のポリ
プロピレン・スパンボンド材料（２デニール繊維）とから成る、延伸により細くされたラ
ミネート材料即ちストレッチ・サーマル・ラミネート材料から構成することができる。こ
のタイプの材料は、キンバリー－クラーク・コーポレーションから市販されているＨＵＧ
ＧＩＥＳ（登録商標）ウルトラトリム使い捨ておむつの外側カバーを形成するのに使われ
ている。裏面シートは、物品の特に股部において、外側カバーを提供することができる。
しかしながら随意的に、物品はここに開示するように、裏面シートに追加される、分離さ
れた外側カバー構成部材を含むこともできる。外側カバーは、例えば、上述のようにして
、１つ又はそれ以上の吸収性複合材及び／又は身体パネルに接合することができる。
【００７６】
　裏面シートは、水蒸気といった気体が吸収性衣類から逃げることを許す一方で液体排出
物が裏面シートを透過することを実質的に防止する微孔性の「通気性」材料を含むことが
できる。例えば、通気性裏面シートは、所望のレベルの液体不透過性をもたせるために、
コーティングされるか又は他の手法で修正された、微孔性ポリマーフィルム又は不織布か
ら構成することができる。好適な微孔性フィルムは、例えば、日本国東京に事業所を有す
る三井東圧化学株式会社から入手可能なＰＭＰ－１材料とするか、又はミネソタ州ミネア
ポリス所在の３Ｍカンパニーから入手可能なＸＫＯ－８０４４ポリオレフィンフィルムと
することができる。裏面シートはまた、より美的に好ましい外観を呈するために、エンボ
ス加工するか又は他の手法でパターン仕上げ又はマット仕上げを与えられることができる
。
【００７７】
　裏面シートといった構成材が気体に対して透過性せあるが、水性液体に対する抵抗力及
び限定された透過性を有するように構成された本発明の種々の構成において、液体抵抗性
構成材は、実質的に漏らすことなしに、選択された水頭柱を支持することのできる構成を
もつことができる。液体浸透に対する材料の抵抗力を判断する好適な技術は、１９７８年
連邦標準試験方法ＦＴＭＳ１９１方法５５１４か、又はその均等方法である。
【００７８】
　１つの好ましい実施形態においては、裏面シートは液体及び半液体材料に対し十分に不
透過性であり、例えば糞尿を含む、排出物と定義された汚物の望ましくない漏れを実質的
に防止する。例えば、裏面シート部材は、実質的に漏れなしで、少なくとも約４５センチ
メートル（ｃｍ）の水頭柱を望ましく支持することができる。裏面シート部材は、代替的
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に少なくとも約５５ｃｍの水頭柱を支持することができ、向上された便益を提供するため
に、随意的に少なくとも約６０ｃｍ又はそれ以上の水頭柱を支持することができる。
【００７９】
　裏面シート及び／又は外側カバーはまた、伸長性とすることができる。１つの好ましい
実施形態においては、裏面シート及び／又は外側カバーは、１１．８ｇ／ｃｍの張力を及
ぼされた時に少なくとも約１ｃｍの伸びを与える能力があり、１９．７０ｇ／ｃｍの張力
を及ぼされ、次に１分間に渡り付加応力ゼロで弛緩することを許された時に少なくとも約
２０％の実質的な永久変形を更に与える。
【００８０】
　伸長性部材は、例えば、ネックされた繊維、捲縮繊維、マイクロプリーツ加工された繊
維、ポリマーフィルムなど、及びその組み合わせで構成することができる。布は織成材料
又はスパンボンド布のような不織材料とすることができる。好適な伸長性材料の１つの実
例は、秤量約１．２ｏｓｙの６０％ネックされたポリプロピレン・スパンボンドである。
【００８１】
　裏面シート及び／又は外側カバーはまた、例えば１つ又はそれ以上の折り目、例えば１
つ又はそれ以上のＺ折り（図示せず）を持つ時に、引き伸ばし可能とすることができ、或
いは伸長性且つ引き伸ばし可能とすることができる。ここで用いる引き伸ばし可能という
用語は、例えば１つ又はそれ以上の折り目を広げることによって、その横方向及び／又は
縦方向の広がり即ち面積を拡大すること即ち増大させることを意味する。
【００８２】
　保持部７０は好ましくは吸収性材料で作られるが、これは使用者から排泄される又は排
出される種々の液体及び／又は流体を含む排出物を吸収するに従い膨潤するか又は伸長す
る傾向のあるいずれの材料とすることもできる。吸収性材料は、例えば、空気形成された
繊維、空気堆積された繊維、及び／又は湿潤堆積された繊維の複合物と、超吸収体と呼ば
れる高吸収性材料とで作ることができる。超吸収体は通例、ノースカロライナ州グリーン
ズボロ所在のストックハウゼン社から入手可能なＦＡＶＯＲ８８０のようなポリアクリル
酸でできている。繊維は、Ａｌｌｉａｎｃｅ　ＣＲ－１６５４のようなフラフパルプ材料
か、又は架橋されたパルプ繊維、硬材繊維、軟材繊維、及び合成繊維のいずれかの組み合
わせとすることができる。空気堆積及び湿潤堆積の構造体は通例、結合剤を含むが、これ
は構造体を安定させるために使われるものである。加えて、種々の発泡体、吸収性フィル
ム、及び超吸収性布を吸収性材料として使うことができる。種々の容認できる吸収性材料
は、ヒドロゲルを含有し圧力に対抗して膨張する能力をもつ吸収性製品に対する米国特許
第５，１４７，３４３号、吸収性複合材に対する米国特許第５，６０１，５４２号、及び
湿潤形成された吸収性複合材に対する米国特許第５，６５１，８６２号に開示されており
、これらは全て引用によりここに組み入れられる。更に、高吸収性粒子の割合は約０％か
ら約１００％までの範囲に亘ることができ、繊維質材料の割合は約０％から約１００％ま
での範囲に亘ることができる。追加的に、英国リンカンシャー州グリムズビー所在のテク
ニカル・アブゾーバント社から入手可能なＯａｓｉｓタイプ１２１及び１２２超吸収性繊
維といった高吸収性繊維を用いることができる。
【００８３】
　保持部７０は横方向両側の側縁７４を有し、好ましくは吸収性材料の単一層又は二重層
で作ることができる。保持部は、好ましくは端部領域が広がった砂時計形状を有する。代
替的に、保持部は、折畳まれた構成又は多層構成を含むことができる。保持部は長さが吸
収性複合材の長さと実質的に等しいか又はそれより僅かに短いことが好ましい。保持部は
、吸収性材料に取り付けられた１つ又はそれ以上の障壁層を含むことができる。１つの実
施形態においては、保持部に隣接して、上側ティシュー支持体が配置される。代替的に、
保持部の反対側に隣接して、下側ティシュー支持体を配置するか、又はティシューが保持
部を完全に包み込むことができる。
【００８４】
　図１－図４を参照すると、吸収性複合材の端部領域の両側の衣類側表面、具体的には裏
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面シート６８の外側の衣類側表面は、第１身体パネル４及び第２身体パネル６の縦方向両
側の股部端部の身体側表面、具体的にはこれらの身体パネルのライナ部に固定される。図
２０を参照すると、同様に、吸収性複合材はシャーシ４００の身体側表面に固定される。
例えば種々の接着剤、縫製、又は他の接着方法を含む上記の取り付け方法のいずれを用い
ても、吸収性複合材を固定することができると理解されるべきである。吸収性複合材は、
取り付けライン、スワール、パターン、スポットなど、又はそれらの間の完全に連続的な
取付けとすることができるいずれの構成を用いても身体パネルに固定することができる。
加えて、吸収性複合材は身体パネルの衣類側表面に取り付けることができると理解される
べきである。
【００８５】
　図５－図１２、図１３－図１５、及び図１９を参照すると、前述した再締結可能な吸収
性衣類の１つ又はそれ以上の実施形態を製造するための種々の好ましい方法が図示される
。その工程は種々の区域に基づいて説明されるが、これらは連続した工程であることが理
解されるべきである。
【００８６】
　図５－図１２を参照すると、好ましくは前身体パネルを形成するものであり、好ましく
は１つ又はそれ以上の上記の材料から成る連続した第１身体パネルウェブ１２０は、本発
明の方法においては、機械方向に移動する。前身体パネルウェブ１２０は更に、吸収性複
合材５０に固定され、これもまた、後身体パネルを形成する連続した後身体パネルウェブ
１４８に固定される。具体的には、前身体パネルウェブ１２０は、後身体パネルウェブ１
４８と平行な経路に沿って機械方向に移動する。機械横方向に延びる吸収性複合材５０は
、次に前身体パネル・ベースウェブ１２０及び後身体パネル・ベースウェブ１４８の各々
の身体側に付加されて梯子形構成を形成するが、吸収性複合材は各身体パネルの衣類側に
取り付けることもできると理解されるべきである。吸収性複合材５０は、機械方向に組み
立てることができ、その後回転して前身体パネル・ベースウェブ及び後身体パネル・ベー
スウェブに取り付けることができる。吸収性複合材は、前身体パネル・ベースウェブ及び
後身体パネル・ベースウェブの組立の前又は後のどちらかにおいて組み入れることができ
る。吸収性衣類の前身体パネル及び後身体パネルと股部４６２に外側カバーが固定されそ
の一部を形成する１つの好ましい実施形態においては、吸収性複合材５０は、外側カバー
と身体パネル・ライナが、その間に配置された弾性要素と共に接合された後で、身体側シ
ャーシに付加される。吸収性複合材５０は、結合すること等によって、又は当業者に公知
の他の装置によって、身体パネル・ベースウェブ１２０及び１４８に固定される。
【００８７】
　前身体パネルウェブ及び後身体パネルウェブが互いに独立し、且つ吸収性複合材から独
立している１つの実施形態においては、股部を定め機械方向に沿って離間される順次の横
方向吸収性複合材の間に、脚開口部が形成される。外側カバーが部分的に前身体パネル及
び後身体パネルを定める１つの代替的な実施形態においては、ダイ・カッターが吸収性複
合材間の外側カバーに脚開口部を順次に切り抜き、複数の股部をもつ梯子形構成を形成す
る。カッターはまた、身体パネルウェブの一方か又は両方を成形することができる。
【００８８】
　ランド材料でできたランド部材は、機械方向に一緒に動かしながら前身体パネルに付加
することができ、好ましくはその衣類側表面に付加される。ランド材料は、例えば点非結
合不織材料又はスパンボンド不織材料を含む上記の材料のいずれによっても作ることがで
きる。ランド材料はまた、上記の種々の公知のループ材料で作ることもできる。代替的に
、締結部材がテープとして構成される場合には、ランド材料は、そうしたテープと相互作
用する種々の公知の材料で作られることが好ましい。
【００８９】
　図５、図６、図９－図１２、及び図１９の区域Ａ２を参照すると、複数の個別の締結部
品４５０が、後身体パネルウェブ１４８の身体側表面に、機械方向に沿って順次に付加さ
れる。各締結部品は、機械方向に沿って離間された第１端部４５６及び第２端部４５４を
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含む。１つの好ましい実施形態においては、締結部品４５０は、保持材料４５２と、その
第１側部の各端部の近傍に配置された再締結可能部分５１を含む。１つの好ましい実施形
態においては、身体パネルのいずれの弾性要素も、締結部品の取付け部の下で無効化され
る即ち非活性化される。１つの代替的な好ましい実施形態においては、締結部品４５０は
、保持部材を含まず、例えばその第１側部に形成されたフックのアレイといった再締結可
能部分を有する例えば再締結可能材料のストリップとして、全て再締結可能材料のみで構
成される。好ましくは、各締結部品の再締結可能部分５１は、後身体パネルウェブの身体
側表面と解放可能に係合される。
【００９０】
　区域Ａ３を参照すると、各締結部品４５０の第１側部は、好ましくは超音波結合などの
結合により、再締結可能部分５１の間、すなわち締結部品４５０の概ね中間において横方
向に沿って延びる取付け位置４５のところで、後身体パネルウェブ１４８の身体側表面に
固定取り付けされる。
【００９１】
　図５－図６及び図９－図１２の区域Ａ４に言及すると、後身体パネル・ベースウェブ１
４８が前身体パネル・ベースウェブ１２０に重なり且つ対向するように股部４６２が折畳
まれる。同様に図２０の区域Ａ４において、端部が後身体パネルに重なるか又は対向する
ようにシャーシの股部が折畳まれる。前身体パネルウェブ１２０及び／又は後身体パネル
ウェブ１４８、ならびに締結部品４５０は、次にカッターを用いて、横方向に沿って取付
け位置４５のところで順次に切断され、それにより複数の個別の身体パネル４及び６と再
締結可能な吸収性衣類が形成され、後身体パネル６の各々は、その両側の側部２８及び４
１０に固定された締結部材４２を有するものとなる。１つの代替的な実施形態においては
、前身体パネル及び後身体パネルはまた、股部が折畳まれる前に切断することができる。
カッターは、ナイフ・アンビル・カッター、レーザ・カッター、又はウォータージェット
・カッター、又は当業者に公知の他のいずれかのカッターとすることができる。単一の締
結部品４５０から形成された一対の締結部材４２の各々は、身体パネル及び衣類の流れの
中で、継続的な身体パネル６及び吸収性衣類の隣接する側縁２８の近傍に取り付けられる
。この実施形態においては、吸収性製品は「開いた」製品として形成されており、締結部
材４２は後身体パネル６の身体側表面１０の上に折返され、これに解放可能に固定されて
いる。使用される時には、締結部材４２は後身体パネルから係合解除され、取付け位置４
５の周りで回転されて、前身体パネル４の衣類側表面１２と解放可能に係合され、使用者
に衣類を固定する。
【００９２】
　締結部品の横幅は、横方向の切断間の距離又は機械ピッチを変えることなしに、短くし
てより小さい吸収性衣類を提供するか、又は長くしてより大きい吸収性衣類を提供するこ
とができる。そのようにして、本発明の工程は、種々のカッター及び他の装置を再構成す
る必要性なしに、種々の寸法の衣類を製造するように容易に変更することができる。例え
ば、締結部品の第１のグループ、具体的には保持部材の第１のグループは、締結部品の第
２のグループ、具体的には保持部材の第２のグループより幅が大きい。従って、締結部品
の第１のグループを用いて製造された吸収性衣類は、締結部品の第２のグループを用いて
製造された吸収性衣類と同一の身体パネルを有するにもかかわらず、より大きい胴部を有
する使用者を収容することができる。
【００９３】
　図６を参照すると、複数の延長部品５００は、締結部品と類似した手法で、前身体パネ
ルウェブに順次に付加される。具体的には、各延長部品５００は、取付け位置４８４のと
ころで、前身体パネルウェブ１２０の身体側表面１０に順次に固定取り付けされ、該位置
は好ましくは取付け位置４５と位置合わせされる。代替的に、延長部品は、前身体パネル
の衣類側表面に固定することができる。上述のように股部が折畳まれた後で、延長部品５
００は、取付け位置４８４のところで前身体パネルウェブ１２０と共に順次に機械横方向
に切断されて、継続する前身体パネル４及び吸収性衣類のそれぞれに取り付けられた一対
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の延長部材４１４を、複数のそうした身体パネル及び衣類の流れの中で形成する。延長部
品は、使用者による使用に先立ち、前身体パネルの上に、その身体側表面又は衣類側表面
のどちらかに沿って、折返すことができる。
【００９４】
　図７及び図８の区域Ａ２を参照すると、複数の個別の締結部品４５０は、前身体パネル
ウェブ１２０の衣類側表面に機械方向に沿って順次に付加される。各締結部品は、機械方
向に沿って離間された第１端部４５６及び第２端部４５４を含む。締結部品４５０は、保
持材料４５２と、その第１側部の各端部の近傍に配置された再締結可能部分５１とを含む
。１つの好ましい実施形態においては、締結部品４５０の全体が、その第１側部に形成さ
れた再締結可能部分５１をもつように構成される。各締結部品の再締結可能部分５１は、
前身体パネルウェブの衣類側表面と解放可能に係合されることが好ましい。１つの実施形
態においては、各締結部品の第１側部は、次に、好ましくは超音波結合などの結合により
、再締結可能部分の間、すなわち締結部品の概ね中間において横方向に沿って延びる取付
け位置のところで、身体パネルウェブの衣類側表面に固定取り付けされる。超音波結合装
置の例は、米国特許第５，６６０，６７９号に開示されている、回転ホーン・アンビル形
式の超音波結合装置であり、該特許の全体が引用によりここに組み入れられる。別の形式
の超音波結合装置は、米国特許第６，１２３，７９２号に開示されており、該特許の開示
全体が引用によりここに組み入れられる。接着剤結合、熱結合、縫製、又は当業者に公知
の他の取り付け装置を用いて、締結部品を身体パネルウェブに固定取り付けすることがで
きると理解されるべきである。
【００９５】
　図７及び図８の区域Ａ４を参照すると、股部は折畳まれて、それにより後身体パネル・
ベースウェブ１４８が前身体パネル・ベースウェブ１２０に重なり且つ対向する。好まし
くは超音波結合を用いて、或いは接着剤結合、縫製、又は当業者に公知の他の好適な手段
を用いて、前身体パネルの側縁２４と後身体パネルの側縁２８を取り付けることにより、
側部シーム３９が形成される。図７及び図８に示す１つの好ましい実施形態においては、
股部４６２は、締結部品４５０が前身体パネルウェブ１２０に固定取り付けされるのに先
立って折畳まれ、該締結部品４５０は、再締結可能部分と前身体パネルか又はそこに配置
されたランド部材との間の解放可能な結合によって、前身体パネルウェブ１２の衣類側表
面１２に解放可能に結合されている。締結部品４５０は、前身体パネルウェブ１２０が好
ましくは超音波結合によって後身体パネルウェブ１４８に結合され又は接続されるのと同
時に、位置４５のところで、前身体パネルウェブ１２０に結合される。言うまでもなく、
締結部品は、折畳みに先立ってまず前身体パネル及び後身体パネルの一方又は他方に結合
し又は接続することができ、前身体パネルは股部が折畳まれた後で同じ位置に沿って後身
体パネルに接続することができると理解されるべきである。前身体パネルと後身体パネル
の間の接続はまた、締結部品と、前身体パネル又は後身体パネルのどちらかとの間の追加
の結合部を生み出す働きをすることができる。
【００９６】
　区域Ａ５において、横方向の切断１５０は、側部シーム３９と取付け位置４５を貫通し
て行われて、再締結可能な吸収性衣類を分離する。上述したように、側部シームは省略す
ることも可能である。切断は、ナイフ・アンビル・カッターか、又は上述した他の好適な
カッターを用いて行うことができる。再締結可能な吸収性衣類はその後、最終使用者に販
売するために折畳んで個別包装することができる。複数の個別の身体パネル及び再締結可
能な吸収性衣類の各々は、両側の側部に固定された締結部材４２を備える前身体パネルを
有する。単一の締結部品から形成された一対の締結部材４２の各々は、継続する身体パネ
ル及び吸収性衣類の隣接する側縁に、そうした身体パネル及び衣類の流れの中で、取り付
けられる。この実施形態においては、吸収性製品はパンツ状の製品として形成される。
【００９７】
　図８に示すように、カッターによって、機械方向に沿って離間された一対の横方向の切
断部１４０が、前身体パネルウェブに順次に形成されて、好ましくはそれぞれ取付け位置
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４５側と側部シーム３９側に位置されるが、取付け位置４５と、再締結可能部分５１が前
身体パネルか又はそこに固定されたランド部材と係合する領域と、の間に位置される脆弱
ライン３７が形成される。切断部は、穿孔として、又は同様の、ウェブを完全には独立さ
せない貫通として形成されることが好ましい。区域Ａ１を参照すると、横方向の切断部１
４０は、締結部品４５０を前身体パネルウェブ１２０に付加するのに先立って行われるこ
とが好ましい。締結部品の全体が再締結可能部分を含む実施形態においては、脆弱ライン
は、締結部材の端部の間に配設され、より好ましくは締結部品の端部と、締結部品の中央
部との間に配設される。締結材料の再締結可能部分５１と前身体パネルの中間部３３との
間の係合は、フック・ループ式係合であるか又は接着剤係合であるかによらず、これら２
つの部材の間の唯一の係合様式であることが好ましい。代替的に、脆弱ラインの内側にお
いて、締結部材とランド部材又は前身体パネルの間に、１つ又はそれ以上の二次的な破断
可能な結合部を形成することができる。破断可能な結合部は、例えば衣類の再締結可能特
性を使用することが望ましい時には、衣類が使用に供される時に破断することができる。
【００９８】
　図１３－図１５を参照すると、後身体パネルウェブ１４８及び締結部品４５０は、横方
向に沿って順次に切断され、それにより複数の個別の身体パネル６及び再締結可能な吸収
性衣類が形成され、このとき後身体パネルの各々は、その両側の側部に沿って形成された
１つ又はそれ以上の締結部材４２を有する。身体パネルウェブ及び締結部品は、回転ダイ
・カッター、ナイフ・アンビル・カッター、又はそのような切断に適しているとして当業
者に公知の他のカッターのいずれかを用いて切断することができる。好ましくは、例えば
図１３及び１４に示すように複数のタブ部材４７がベースウェブに沿って縦方向に間隔を
おいて設置されている場合には、身体パネルウェブ１４８及び締結部品４５０を貫通して
横方向の蛇行した切断部６２４が形成されて、複数の締結タブ４７が形成される。切断部
６２４によって、継続する吸収性衣類に鏡像タブ４７が形成されることが好ましく、この
とき各タブ部材の組の間の廃棄材料６２０は収集され再利用される。締結部品４５０から
形成された一対の締結部材４２の各々は、継続する身体パネル及び吸収性衣類の隣接する
側縁２８に沿って、そうした身体パネル及び衣類の流れの中で、形成される。この実施形
態においては、吸収性製品は「開いた」製品として形成される。使用される時には、締結
部材は前身体パネル４の衣類側表面１２と解放可能に係合して、使用者に衣類を固定する
。
【００９９】
　吸収性衣類を製造する工程の種々の態様は更に、２００１年４月１３日付で出願された
発明の名称「多部品ウェブ」の米国特許出願第０９／８３４，８７０号、２００１年４月
１３日付で出願された発明の名称「パーソナルケア吸収性物品の組立方法」の米国特許出
願第０９／８３４，８７５号、２００１年４月１３日付で出願された発明の名称「パンツ
様式のパーソナルケア物品、及びそうしたパーソナルケア物品の製造と使用の方法」の米
国特許第０９／８３４，８６９号、２００１年４月１３日付で出願された発明の名称「製
造プロセスから出力されたパンツ様式のパーソナルケア物品の寸法を変更する方法」の米
国特許第０９／８３４，７８７号、及び２００１年４月１３日付で出願された発明の名称
「パーソナルケア物品のためのパッシブボンド」の米国特許第０９／８３４，６８２号に
開示されており、これらの特許の開示の全体が引用によりここに組み入れられる。
【０１００】
　吸収性衣類及び該吸収性衣類を製造する工程は、他の態様においては、更に、２００１
年７月５日付で出願された発明の名称「再締結可能な吸収性衣類」の米国特許第６０／３
０３，３０７号に開示されており、該特許の開示の全体が引用によりここに組み入れられ
る。
【０１０１】
　本発明は、好ましい実施形態を参照して説明されたが、本発明の精神及び特許請求の範
囲の記載を逸脱することなく、形状及び詳細において変更を行うことができると当業者は
認識するであろう。従って、上記の詳細な説明は限定的ではなく説明的であると見做され
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ることを意図されており、本発明の特許請求の範囲の記載を定めることを意図されている
のは全ての均等技術を含む添付の特許請求の範囲であることが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】締結状態の再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の正面図である。
【図２】側部シームが形成される前の非締結状態の図１に示された再締結可能な吸収性衣
類の平面図である。
【図３】非締結状態の再締結可能な吸収性衣類の別の実施形態の平面図である。
【図４】非締結状態の再締結可能な吸収性衣類の別の実施形態の平面図である。
【図５】再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の一部を製造する１つの好ましい方法を代
表して示す部分概略上面図である。
【図６】再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の一部を製造する別の好ましい方法を代表
して示す部分概略上面図である。
【図７】再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の一部を製造する別の好ましい方法を代表
して示す部分概略上面図である。
【図８】再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の一部を製造する別の好ましい方法を代表
して示す部分概略上面図である。
【図９】再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の一部を製造する別の好ましい方法を代表
して示す部分概略上面図である。
【図１０】再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の一部を製造する別の好ましい方法を代
表して示す部分概略上面図である。
【図１１】再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の一部を製造する別の好ましい方法を代
表して示す部分概略上面図である。
【図１２】再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の一部を製造する別の好ましい方法を代
表して示す部分概略上面図である。
【図１３】再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の一部を製造する別の好ましい方法を代
表して示す部分概略上面図である。
【図１４】図１３に示された吸収性衣類サブ組立体の拡大部分である。
【図１５】再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の一部を製造する別の好ましい方法を代
表して示す部分概略上面図である。
【図１６】身体パネルの一実施形態の平面図である。
【図１７】身体パネルの別の一実施形態の平面図である。
【図１８】身体パネルの別の一実施形態の平面図である。
【図１９】再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の一部を製造する別の好ましい方法を代
表して示す部分概略上面図である。
【図２０】再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の斜視図である。
【図２１】再締結可能な吸収性衣類の一実施形態の一部の平面図である。
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